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５．今後のまちづくりの展開と体制                   

（１）まちづくりの展開 

本計画に示すまちづくりの実現に向けて、重点プロジェクトを中心に各段階において同時並

行で進めていく必要のあるまちづくりの展開を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ままちちのの魅魅力力をを育育ててるる  
 

・地域間、地域内外の人々との交流による魅力の再発見と共有 

・固定概念にとらわれない、官民連携による公共空間の利活用の促進 

・地域づくりや新たな文化創造の取組の創出･支援を図るしくみや体制の構築 等 

展開３ 

ままちちななかかにに活活気気をを生生みみ出出すす  
 

・駅を拠点にした交流空間の創出と居心地のよい場づくり 

・公園、駐車場、低未利用地などオープンスペースの魅力化 

・御代田町の魅力が感じられる良質な住環境の創出 等 

展開２ 

ままちちづづくくりりのの基基盤盤をを整整ええるる  
 

・まちの中心部の幹線道路の安全性･快適性の確保、回遊性･アクセスの向上 

・地域に根差した居住地の安全性の確保と住宅ストックの活用促進 

・交通弱者が町内を円滑に行き来できる公共交通のしくみづくり 等 

展開１ 

まちづくりの展開 
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（２）まちづくりの体制 

今後のまちづくりでは、多様な主体との連携が重要になる。重点プロジェクトの推進にあた

っては、町民はもとより、町にゆかりのある事業者や大学など多様な組織や人材と連携して取

り組める体制の構築を図り、そのなかでも核となる組織や人材を見出して、各種制度等の活用

も図りながら、具体的な取組を展開していく必要がある。 

以下にその体制イメージを示す。 

 

 

 

駅及び駅周辺活性化･交流創出 
プロジェクト 

（都市機能誘導区域） 
御代田町 

まちづくり会社
※

 

（都市再生推

進法人） 

構成主体 
・町内企業･事業者 
・町民（自治組織） 
・しなの鉄道 
・信州大学や長野大  
 学など 

町の役割 
① 都市再生整備計画策定 
② 公共事業実施（駅前広場、旧

町役場跡地事業、フットパ
ス、他） 

③ エリアマネジメント支援 
④ まちづくり会社への出資 
⑤ 社会資本総合交付金の獲得 

まちづくり会社の役割 
① まちなか＋ステーションパー

クのエリアマネジメント＋パ
ークマネジメント 

② 同エリアの未来ビジョン策定 
③ AM 実現のためのエリアプラッ

トフォームの構築 
④ まちなか整備事業の一部受託 

主な活用事業・制度 
① 都市再生整備計画事業 
② 都市環境維持･改善資金融資 

（エリアマネジメント融資） 
③ 官民連携まちなか再生推進事業 

出資 

サポート主体 
① 外部企業：包括協定を締結した企業 
② 内部企業：製造、金融期間等 
③ 大学 

民民連携 

都市再生整備計画区域 
（まちなか） 官民連携 

※まちづくり会社は、都市再生推進法

人になることで、都市再生関連の

資金を活用することも可能。 

社会実験など小さな取組や実

施事業を通じて、段階的につ

くりあげていく。 

事業利益

の還元 

 

主な活用事業・制度 
① 都市公園整備事業 
② パーク PFI 事業 等 

公園利活用促進プロジェクト 
（３公園＋α） 

官民･民民連携でプロジェクトに取り組む体制イメージ 




